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は
じ
め
に

「
政せ

い

活か
つ

費ひ

」

―
。「
生
活
費
」
で
は
な
い
。
政
務
活
動
費
の
略
称
で
あ
る
。
連
日
、
新
聞
の
見
出
し
に

載
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
調
査
活
動
に
費
や
す
目
的
で
地
方
議
員
に
支
給
さ
れ
る
制
度
だ
が
、
地
方
議
員
が

架
空
請
求
し
、
果
て
は
飲
食
代
な
ど
の
「
遊
興
費
」
や
「
生
活
費
」
に
化
け
た
。
笑
え
な
い
話
な
の
だ
。

二
〇
一
六
年
、
富
山
県
内
の
県
議
会
、
富
山
市
議
会
、
高
岡
市
議
会
で
、
議
員
に
よ
る
政
務
活
動
費
の

不
正
受
領
が
相
次
ぎ
、
翌
一
七
年
四
月
の
富
山
市
議
選
ま
で
に
県
議
、
市
議
を
合
わ
せ
一
八
人
（
同
年
八

月
で
一
九
人
）
が
辞
職
し
た
。
ま
ず
県
議
（
副
議
長
）
の
不
正
が
地
元
の
北
日
本
新
聞
の
ス
ク
ー
プ
で
発
覚

し
、
富
山
市
議
会
に
飛
び
火
、
自
民
党
会
派
の
“
ボ
ス
”
の
議
員
辞
職
を
機
に
市
議
会
内
で
「
ド
ミ
ノ
現

象
」
の
ご
と
く
辞
職
が
続
い
た
。

政
務
活
動
費
の
不
正
事
件
は
二
〇
一
四
年
、
で
た
ら
め
な
政
務
活
動
費
を
請
求
し
て
い
た
兵
庫
県
議
会

の
“
号
泣
県
議
”
が
話
題
に
な
っ
た
が
、
以
前
か
ら
全
国
の
地
方
議
会
で
散
発
的
に
ニ
ュ
ー
ス
に
な
っ
て

い
た
。
異
常
な
富
山
市
議
会
か
ら
全
国
の
地
方
議
会
に
波
及
、
政
務
活
動
費
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
。

富
山
県
内
外
の
県
議
会
や
市
町
村
議
会
で
も
制
度
の
見
直
し
や
条
例
改
正
へ
動
き
出
し
た
。
だ
が
、
こ
の
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問
題
は
、
モ
ラ
ル
に
欠
け
る
議
員
や
甘
い
制
度
を
非
難
す
る
だ
け
で
済
む
話
で
は
な
い
。

蔓
延
し
て
い
た
不
正
は
、
共
通
の
病
理
現
象
と
推
察
す
る
。
本
書
の
テ
ー
マ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が

あ
る
だ
ろ
う
が
、
こ
ん
な
議
会
や
議
員
が
い
つ
ご
ろ
、
ど
こ
で
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

な
ぜ
病
巣
に
た
ど
り
着
け
な
い
の
か
。
こ
の
疑
問
を
少
し
で
も
明
ら
か
に
し
、
今
、
地
域
に
と
っ
て
地
方

議
員
と
は
何
か
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。

不
正
の
発
覚
に
先
立
ち
、
富
山
市
議
会
自
民
党
会
派
な
ど
が
同
年
四
月
、
市
長
に
現
行
一
カ
月
の
議
員

報
酬
六
〇
万
円
か
ら
七
〇
万
円
へ
の
増
額
を
要
望
し
た
。
一
気
に
一
〇
万
円
と
い
う
市
民
感
覚
と
か
け
離

れ
た
増
額
に
対
し
、
批
判
や
反
対
の
声
が
渦
巻
い
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
市
議
会
は
六
月
議
会
で
強

行
可
決
し
た
。
二
つ
の
問
題
の
背
景
に
は
、
市
民
の
声
に
耳
を
傾
け
な
い
閉
鎖
的
な
議
会
、
さ
ら
に
長
年

の
議
会
と
行
政
と
の
“
談
合
”
に
も
似
た
構
図
が
透
け
て
見
え
る
。

議
員
に
支
給
さ
れ
る
政
務
活
動
費
。
個
々
の
不
正
額
は
数
百
万
円
か
ら
数
十
万
円
。
過
去
三
年
間
で

ト
ー
タ
ル
す
れ
ば
、
四
千
万
円
を
超
え
る
。
辞
職
議
員
以
外
も
含
め
、
組
織
内
に
蔓
延
し
て
い
た
。
富
山

市
議
は
月
額
一
五
万
円
、
富
山
県
議
三
〇
万
円
。
東
京
都
議
は
六
〇
万
円
と
い
う
。
日
本
中
の
地
方
議
員

に
支
給
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
小
規
模
な
町
村
議
会
は
数
万
円
の
活
動
費
さ
え
、
財
政
事
情
が
許
さ

な
い
の
だ
。
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こ
の
お
金
は
市
民
の
税
金
で
あ
る
。
現
場
を
歩
き
、
調
査
し
、
政
策
を
磨
き
、
首
長
や
行
政
当
局
へ
の

監
視
機
能
を
発
揮
し
、
時
に
は
議
員
自
身
が
作
り
上
げ
た
条
例
案
を
議
会
に
提
出
、
市
民
の
暮
ら
し
や
ま

ち
づ
く
り
に
生
か
す
た
め
の
、
特
別
な
お
金
だ
。

そ
れ
な
の
に
開
い
て
も
い
な
い
政
務
活
動
報
告
会
、
作
成
し
て
も
い
な
い
報
告
書
の
印
刷
代
、
白
紙
の

領
収
書
の
使
用
、
架
空
の
出
張
費
を
記
し
た
報
告
書
、
政
務
活
動
報
告
会
の
お
茶
菓
子
代⋯

⋯

。
手
口
を

並
べ
れ
ば
、
切
り
が
な
い
。
本
来
、
返
金
す
べ
き
政
務
活
動
費
を
、
虚
偽
の
収
支
報
告
書
を
提
出
し
、
フ

ト
コ
ロ
に
入
れ
て
い
た
。

富
山
市
議
会
で
お
金
を
巡
る
問
題
が
噴
出
し
て
い
た
同
じ
時
期
、
東
京
都
で
は
都
知
事
の
カ
ネ
に
ま
つ

わ
る
疑
惑
、
さ
ら
に
知
事
と
議
会
、
自
民
党
会
派
や
“
ボ
ス
”
と
の
癒
着
が
表
面
化
し
、
築
地
か
ら
豊
洲

市
場
へ
の
移
転
に
絡
む
不
透
明
な
行
政
な
ど
が
問
わ
れ
た
。
人
口
減
少
で
縮
む
地
方
都
市
・
富
山
、
片
や

一
極
集
中
の
首
都
・
東
京
。
規
模
は
大
き
く
異
な
る
が
、
事
件
は
共
に
地
方
自
治
、
地
方
議
会
を
舞
台
に

起
き
た
。
根
っ
こ
に
共
通
の
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
、
都
政
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。

地
方
議
員
と
は
、
地
方
議
会
と
は

―
。
多
く
の
議
員
は
表
面
的
な
、
日
常
的
な
慣
例
や
慣
習
を
身
に

つ
け
、
住
民
の
相
談
や
陳
情
を
聞
き
、
役
所
に
働
き
掛
け
、
何
と
な
く
議
員
の
使
命
を
果
た
し
た
、
と
思

い
込
ん
で
い
る
。
議
会
内
の
会
派
に
所
属
し
、
会
派
ご
と
に
行
動
す
る
。
会
派
は
政
党
で
は
な
く
、
地
方
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議
会
は
政
党
政
治
の
ぶ
つ
か
り
合
い
で
は
な
い
。
基
本
は
多
様
な
考
え
を
持
つ
、
議
員
一
人
ひ
と
り
が
集

ま
っ
て
、
初
め
て
首
長
・
行
政
機
関
に
対
抗
で
き
る
。
日
々
、
議
員
の
言
動
が
試
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

国
会
議
員
と
地
方
議
員
。
共
に
議
員
バ
ッ
ジ
を
着
け
て
い
る
。
国
会
議
員
は
国
民
、
地
方
議
員
は
住
民

（
市
民
）
と
向
き
合
う
。
け
れ
ど
、
バ
ッ
ジ
の
本
質
が
違
う
。
国
会
議
員
は
国
民
の
「
代
表
」、
地
方
議
員

は
住
民
の
「
代
理
」
で
あ
る
こ
と
を
、
地
方
議
員
も
住
民
も
、
気
づ
い
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
〇
一
七
年
、
地
方
自
治
法
が
憲
法
と
同
時
に
制
定
さ
れ
て
七
〇
年
。
憲
法
の
条
項
に
あ
る
地
方
自
治

の
本
旨
は
、
中
央
政
府
か
ら
独
立
し
、
住
民
の
暮
ら
し
や
地
域
に
根
差
し
た
仕
事
を
担
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
中
心
の
地
方
議
員
は
憲
法
の
実
践
者
で
あ
り
、
地
方
議
員
を
支
え
て
い
る
の
が
住
民
だ
。
今
、
地
方

の
人
口
減
少
が
加
速
化
し
、
地
域
は
疲
弊
し
、
存
亡
の
危
機
に
あ
え
ぐ
。
こ
の
ご
ろ
、
地
方
自
治
や
地
方

分
権
の
風
が
止
み
、
一
極
集
中
と
同
時
に
、
中
央
集
権
化
が
強
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
地
域
を
一

番
知
る
地
方
議
員
、
地
方
議
会
、
そ
し
て
住
民
の
頑
張
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

い
っ
そ
の
こ
と
、
地
方
議
員
は
バ
ッ
ジ
を
は
ず
し
て
、
議
員
活
動
を
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
住
民

の
声
に
耳
を
傾
け
、
意
見
交
換
や
討
論
し
、
現
場
を
歩
く
。
権
威
の
象
徴
、
威
光
の
よ
う
に
光
る
バ
ッ
ジ

が
余
計
、
住
民
に
寄
り
添
う
こ
と
を
邪
魔
し
て
い
な
い
か
。
住
民
が
議
員
を
見
る
目
。
議
員
が
住
民
を
見

る
目
。
バ
ッ
ジ
を
は
ず
せ
ば
、
周
り
の
風
景
が
広
く
、
大
き
く
違
っ
て
見
え
る
は
ず
だ
。
本
書
の
タ
イ
ト
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ル
を
『
地
方
議
員
を
問
う

―
自
治
・
地
域
再
生
を
目
指
し
て
』
と
し
た
の
も
、
地
域
で
頑
張
る
議
員
像

を
求
め
た
た
め
で
あ
る
。

序
文
で
富
山
県
が
生
ん
だ
衆
議
院
議
員
、
松
村
謙
三
（
故
人
）
の
生
き
方
を
紹
介
し
た
。
日
中
国
交
樹

立
に
尽
く
し
、
カ
ネ
と
は
無
縁
の
、
清
廉
な
政
治
家
が
身
近
に
存
在
し
た
こ
と
を
想
い
起
こ
し
た
い
。
一

連
の
事
件
が
全
国
に
報
道
さ
れ
、
情
け
な
く
「
ま
と
も
な
政
治
家
が
い
な
い
の
か
」
と
思
い
巡
ら
し
た
時
、

松
村
謙
三
が
浮
か
ん
だ
。
偉
大
な
の
は
松
村
の
人
格
も
そ
う
だ
が
、
松
村
信
者
、
松
村
宗
と
語
り
継
が
れ

る
地
域
の
人
々
の
姿
で
あ
る
。
国
会
議
員
と
地
方
議
員
の
担
う
役
割
は
異
な
る
が
、
共
に
政
治
家
で
あ
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
松
村
と
地
元
支
持
者
、
住
民
と
の
関
係
を
学
ん
で
も
ら
い
た
く
、
歴
史
上
の
人

物
に
あ
ら
た
め
て
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
政
治
家
と
住
民
の
原
点
を
見
つ
め
直
し
た
。

　
　
　
　

◇

私
は
北
日
本
新
聞
社
を
既
に
退
職
し
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
に
か
け
、
富
山

県
の
地
方
政
治
、
地
方
分
権
論
議
や
「
平
成
の
市
町
村
合
併
」
を
巡
る
自
治
体
や
地
方
議
会
を
取
材
し
た
。

地
方
分
権
改
革
を
唱
え
た
細
川
連
立
政
権
、
そ
の
後
の
戦
後
五
〇
年
、
地
方
分
権
一
括
法
の
成
立
を
境
に
、

地
方
自
治
の
在
り
方
と
か
た
ち
が
大
き
な
曲
が
り
角
に
立
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
軌
を
一
に
政
務
活
動
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費
の
前
身
、
政
務
調
査
研
究
費
や
政
務
調
査
費
が
支
給
さ
れ
出
し
た
。
首
長
・
行
政
機
関
だ
け
で
な
く
、

地
方
議
会
・
地
方
議
員
の
変
革
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
中
核
市
と
な
っ
た
富
山
市
は
い
ち
早
く
、
こ

う
し
た
制
度
を
導
入
し
て
い
る
。

こ
の
地
方
自
治
の
転
換
期
に
地
方
議
会
、
地
方
議
員
は
議
会
改
革
や
市
町
村
合
併
に
対
し
、
ど
う
議
論

し
、
ど
う
向
き
合
い
、
行
動
し
た
の
だ
ろ
う
。
特
に
地
方
政
治
と
地
方
議
会
の
歴
史
を
た
ど
り
、
ど
こ
で

不
正
の
土
壌
が
芽
生
え
た
の
か

―
。
執
筆
の
動
機
は
当
時
の
現
場
を
知
る
元
記
者
と
し
て
、
私
な
り
に

検
証
す
る
こ
と
で
教
訓
に
し
た
い
、
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
併
せ
て
、
風
通
し
の
い
い
地
方
議
会
の
在

り
方
、
住
民
が
主
人
公
で
あ
る
た
め
の
地
方
議
会
と
首
長
・
行
政
と
の
関
係
、
二
元
代
表
制
に
つ
い
て
具

体
的
な
事
例
を
挙
げ
、
提
言
し
た
。

本
書
は
富
山
と
い
う
一
地
方
を
舞
台
に
し
た
事
件
を
契
機
に
考
察
し
た
も
の
だ
が
、
全
国
の
地
域
、
地

方
議
会
に
潜
む
共
通
点
が
あ
る
、
と
推
察
す
る
。
出
版
で
地
方
議
員
と
住
民
の
意
識
、
地
方
議
会
の
改
革
、

そ
し
て
今
、
地
域
が
縮
小
し
て
い
く
な
か
、
何
よ
り
も
住
民
に
身
近
な
地
方
議
員
、
地
方
議
会
と
は
何
か

を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
、
地
方
自
治
と
地
域
再
生
の
一
助
に
な
れ
ば
、
と
願
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

◇
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お
わ
り
に

二
〇
〇
〇
年
、
地
方
分
権
一
括
法
の
成
立
前
後
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
、
こ
と
に
地
方
紙
は
「
地

方
分
権
社
会
」
を
テ
ー
マ
に
取
材
し
、
地
方
議
会
で
は
「
分
権
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
」
と

問
う
議
員
が
目
立
っ
た
。
今
思
え
ば
、
首
長
・
行
政
に
対
し
、「
分
権
で
何
が
ど
う
変
わ
る
の
か
」
を
問

う
の
で
は
な
く
、
議
会
自
身
が
、「
分
権
で
何
を
す
べ
き
か
」
を
問
う
べ
き
で
あ
っ
た
。
思
考
と
具
体
的

な
行
動
が
停
滞
し
た
議
会
、
前
へ
動
き
出
し
た
議
会
。
分
か
れ
道
で
あ
っ
た
。

富
山
県
議
会
や
富
山
市
議
会
で
議
員
辞
職
が
相
次
ぎ
、
そ
の
た
び
に
議
会
関
係
者
は
「
全
国
に
誇
れ
る

制
度
に
改
め
た
い
」
と
、
反
省
の
弁
を
述
べ
た
。
不
正
が
発
覚
し
な
け
れ
ば
、
改
革
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
地
元
メ
デ
ィ
ア
が
暴
か
な
け
れ
ば
、
延
々
と
不
正
が
続
き
、
さ
ら
に
蔓
延
し
て
い
た
か
と
思
う
と
、

背
筋
が
寒
く
な
る
。

事
件
発
覚
か
ら
一
年
あ
ま
り
経
つ
。
日
本
人
は
忘
れ
や
す
い
。
嫌
な
こ
と
は
忘
却
の
彼
方
に
追
い
や
り

た
い
が
、「
誇
れ
る
議
会
」
は
ほ
ど
遠
く
、
当
の
地
方
議
員
た
ち
や
有
権
者
は
決
し
て
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。

事
件
後
、
富
山
県
内
の
議
会
は
政
務
活
動
費
の
運
用
指
針
の
見
直
し
や
領
収
書
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
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で
の
公
開
、
使
用
金
額
の
後
払
い
制
を
導
入
す
る
な
ど
の
改
革
を
前
進
さ
せ
た
。
し
か
し
、
考
え
て
み
れ

ば
、
偽
の
報
告
会
の
開
催
や
偽
の
領
収
書
の
発
行
、
偽
の
収
支
報
告
書
の
提
出
な
ど
噓
で
固
め
ら
れ
た

「
政
務
活
動
」
の
常
態
化
が
異
常
な
だ
け
で
、
平
常
に
戻
し
た
だ
け
で
あ
る
。
議
会
関
係
者
が
こ
れ
で

「
議
会
改
革
」
と
言
う
の
は
筋
違
い
で
あ
り
、
よ
う
や
く
、「
議
会
改
革
」
は
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
た

の
だ
。

今
、
地
方
を
取
り
巻
く
環
境
が
激
し
く
動
い
て
い
る
。
国
家
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
、
原
発
や
農
業
、
Ｔ

Ｐ
Ｐ
、
安
全
保
障
に
伴
う
基
地
問
題
、
高
齢
者
福
祉
や
少
子
化
対
策
、
地
方
創
生
な
ど
に
つ
い
て
、
国
、

中
央
政
府
は
中
央
の
視
点
で
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
。
半
面
、
地
方
は
住
民
の
視
点
で
解
決
を
模
索
し
、

提
起
す
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
中
央
集
権
の
発
想
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
歴
史
が
証
明
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
国
が
今
、
取
り
組
む
テ
ー
マ
は
住
民
に
最
も
近
く
、
よ
く
見
え
る
地
域
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、

課
題
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
現
実
や
将
来
を
知
る
現
場
は
官
邸
や
霞
が
関
で
は
な
く
、
地
方
な
の

で
あ
る
。
地
方
自
治
体
や
地
方
議
員
、
住
民
が
実
感
と
し
て
一
番
知
っ
て
い
る
の
だ
。

「
議
会
改
革
」
は
議
会
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
と
住
民
活
動
の
問
題
で
も
あ
る
。
近
ご
ろ
、
地
域
の
話

題
が
満
載
の
北
日
本
新
聞
の
地
域
版
を
眺
め
、
ひ
と
昔
前
と
比
べ
、
そ
れ
も
随
分
変
わ
っ
た
と
感
じ
る
。

登
場
す
る
ニ
ュ
ー
ス
の
主
人
公
が
役
所
や
個
人
で
は
な
く
、
団
体
や
グ
ル
ー
プ
。
既
存
の
団
体
で
は
な
く
、
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新
た
に
で
き
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
ま
た
自
主
的
に
集
ま
っ
た
地
域
の
住
民
グ
ル
ー
プ

や
学
生
た
ち
な
の
だ
。

例
え
ば
、
街
中
や
農
村
に
限
ら
ず
、
住
民
た
ち
が
独
り
暮
ら
し
高
齢
者
の
見
守
り
や
買
い
物
支
援
、
空

き
家
対
策
で
高
齢
者
の
サ
ロ
ン
や
レ
ス
ト
ラ
ン
に
改
築
し
、
運
営
す
る
。
ま
た
、
買
い
物
支
援
に
つ
い
て

言
え
ば
、
地
域
の
グ
ル
ー
プ
や
農
協
が
車
で
「
移
動
ミ
ニ
ス
ー
パ
ー
」
を
始
め
る
な
ど
、
地
域
の
住
民
に

寄
り
添
っ
た
仕
事
を
始
め
て
い
る
。
耕
作
放
棄
地
が
目
立
つ
、
里
山
に
は
イ
ノ
シ
シ
や
ク
マ
が
出
没
、
雑

草
や
繁
茂
す
る
竹
林
を
伐
採
、
里
山
再
生
の
た
め
頑
張
る
団
体
も
多
い
。
こ
ど
も
支
援
、
移
住
促
進
、
観

光
地
の
掘
り
起
こ
し⋯

⋯
。
活
動
内
容
は
多
様
だ
。

若
者
が
減
り
、
高
齢
者
が
急
速
に
増
え
る
な
か
、
老
い
も
若
き
も
自
ら
立
ち
上
が
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
活

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
様
子
が
分
か
り
、
頼
も
し
い
。
既
存
の
奉
仕
団
体
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
は
る

か
に
超
え
る
、
地
域
活
動
が
広
が
っ
て
い
る
と
思
う
。

地
方
消
滅
と
い
う
言
葉
に
は
悲
壮
感
が
漂
う
。
だ
が
、
地
方
紙
の
地
域
版
を
見
る
限
り
、
む
し
ろ
、
地

域
と
住
民
の
奮
闘
ぶ
り
が
溢
れ
て
い
る
。「
地
方
、
地
域
は
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
」
の
だ
。
本
書
で
前

述
し
た
「
縦
社
会
」
か
ら
「
横
社
会
」、
住
民
や
自
主
組
織
の
連
携
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
が
地
域
づ
く
り

に
機
能
し
つ
つ
あ
る
、
と
考
え
る
。
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こ
う
し
た
な
か
、
地
方
議
会
、
地
方
議
員
の
存
在
が
問
わ
れ
る
。
議
員
は
バ
ッ
ジ
の
お
陰
で
、
色
々
な

団
体
の
肩
書
を
持
つ
。
そ
れ
は
議
員
が
特
別
に
偉
い
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
で
住
民
と
共
に

頑
張
り
、
汗
を
か
い
て
も
ら
い
た
い
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
地
方
議
員
が
住
民
と
違
う
の
は
、
一
人
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
留
ま
ら
ず
、
役
所
が
気
付
か
な
い
欠
陥
を
見
つ
け
、
政
策
を
立
案
し
、
条
例
を
つ
く
れ
る

立
場
に
あ
る
こ
と
だ
。
地
方
議
員
は
地
域
の
重
要
な
主
役
で
あ
り
、
住
民
の
「
代
理
（
人
）」
と
し
て
の

大
き
な
仕
事
が
あ
る
の
だ
。

批
判
を
浴
び
、
注
目
さ
れ
る
地
方
議
会
、
地
方
議
員
に
対
し
、『
地
方
議
員
を
問
う

―
自
治
・
地
域

再
生
を
目
指
し
て
』
は
今
こ
そ
、
地
方
議
員
の
出
番
と
信
じ
、
奮
闘
を
期
待
し
て
の
提
言
で
あ
る
。

本
書
の
執
筆
の
機
会
を
得
た
の
も
、
地
元
メ
デ
ィ
ア
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

ま
た
執
筆
に
あ
た
り
、
議
員
報
酬
増
額
問
題
や
政
務
活
動
費
不
正
事
件
、
富
山
市
議
補
選
、
本
選
挙
な
ど

一
連
の
動
き
に
つ
い
て
、
私
の
出
身
で
あ
る
北
日
本
新
聞
の
報
道
、
ま
た
地
方
議
会
や
地
方
自
治
の
専
門

家
の
書
籍
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
最
後
に
出
版
を
引
き
受
け
て
頂
い
た
論
創
社
、

表
紙
カ
バ
ー
の
帯
の
推
薦
文
を
寄
せ
て
も
ら
っ
た
ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
の
鎌
田
慧
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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